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 2 意義と役割 

本計画は、幸手市総合振興計画を環境の面から助けていくものとして、環境づくりの基本

的な方向を総合的・体系的に示すとともに、市民・事業者・行政が協働*して環境づくりに取
り組む際の指針となるものです。 
環境に関わる取組は様々な分野と関連するものが多いため、本計画と他の関連計画との整

合を図り、互いに連携して環境づくりを推し進めます。 
また、国・県などの取組とも互いの連携を図ります。 

 

 
 【上位計画】 

 ○幸手市総合振興計画 
 
 
 
幸手市環境基本計画 【市政における主な関連計画など】 

  ○一般廃棄物処理基本計画 
  ○都市計画基本方針 
  ○水と緑の基本計画 
  ○下水道整備計画 
市民・事業者  ○農業集落排水整備計画 

  ○地域防災計画 
  ○総合治水計画 

 ○生涯学習推進計画 
【外部の主な関連計画】 ○中心市街地活性化基本計画 
○国の環境基本計画 ○行政改革大綱 
○埼玉県環境基本計画 ○地球配慮の推進に関する方針 

調整、助言、指導 

連携 

協働、参画 協働、支援 


